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令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間 

及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について 

 
 

 令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するために、令和元年 10月 24日付で、要介護認

定有効期間および要支援認定有効期間の特例に関する省令（令和元年厚生労働省令第 64号。

以下「特例省令」という。）が交付及び施行されました。 

特例省令では、令和元年台風第 19号に伴う災害に際して災害救助法が適用された市町村の

区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間および要支援認定有効期間につい

ては、従来の期間に新たに１２月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることな

どが示されております。 

今般、この特例省令が公布及び施行されたことについて、厚生労働省老健局長から関係都

県知事宛てに文書が発出されました。本件につきましては、関係都県外へ避難されている被

災者も想定されることから、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、郡市区医師会

及び会員へも情報提供を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

（添付資料） 

・令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の

特例に関する省令の施行について 

（令元.10.24 老発１０２４第２号 厚生労働省老健局長通知） 
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令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間

　　

及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について

　

令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び

要支援認定有効期間の特例に関する省令（令和元年厚生労働省令第６４号。以下
「特例省令」 という。） が本日公布及び施行されたところである。

　

改正の主な内容は下記のとおりであるので、 御了知の上、 管内市町村、 関係

者、 関係団体等に対し、 周知徹底を図られたい。

記

１

　

特例省令の内容

（１） 要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について（第１項関係）

　

令和元年台風第１９号に伴う災害に際し災害救助法（昭和 ２２ 年法律第１１８



2 

 

号）が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定

有効期間及び要支援認定有効期間については、従来の期間に新たに 12月間ま

での範囲内で市町村が定める期間を合算できること。 

 

（２）当該措置の対象について（第２項関係） 

  当該措置は、令和元年 10月 10日から令和２年９月 30日までの間に第１項

の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認

定有効期間について適用すること。 

 

２ 施行期日 

  公布の日（令和元年 10月 24日） 




